
（２）空き家・空き地の活用促進

６）空家等管理活用支援法人
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（２）空き家・空き地の活用促進

６）空家等管理活用支援法人

市からの委託支援法人の業務

＜法第24条各号に規定する業務に係る確認事項＞

（１）所有者・活用希望者への相談・情報提供

⇒業務の予定なし

(２）所有者からの委託に基づく空き家の活用や管理

⇒業務の予定なし

（３）市からの委託に基づく所有者等の探索

⇒業務の予定なし

（４）空き家の管理・活用に関する調査研究

⇒業務の予定なし

（５）空き家の管理・活用に関する普及啓発

・セミナー・相談会等の支援（全日との連携）

（６）その他の管理・活用を図るために必要な事業・事務

・市が行う空き家の安全対策や解体等への技術支援

（協定に基づく）
緊急工事・代執行

連携強化

連携強化
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（２）空き家・空き地の活用促進

７）北九州空き家リノベーション促進事業（補助金）

事業概要
空き家のリノベーション工事に要する費用の

一部を補助し、空き家の活用を促進

補助申請対象者
・自らが居住するために空き家を購入する方
・空き家を相続し、自ら居住する方

補助対象家屋
・耐震性能のあるもの（又は耐震改修を行うもの）

補助金額
・住宅の脱炭素化に資する等の市が指定する
工事に要する費用の１/３

・１戸あたり上限30万円
・R6予算 ： 2,600万円

実績（H30～R6.3）
・改修件数 409件（68件/年）
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（２）空き家・空き地の活用促進

８）北九州市住宅・建築物耐震改修工事費等補助事業
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（２）空き家・空き地の活用促進

９）インスペクションや既存住宅売買瑕疵保険の情報提供
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（２）空き家・空き地の活用促進

９）インスペクションや既存住宅売買瑕疵保険の情報提供
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（２）空き家・空き地の活用促進

１０）住むなら北九州移住推進事業

事業概要
本市への定住・移住を推進する

ため、市外から移住する若者・子
育て世帯等に対し、一定の要件を
満たす街なかの住宅を取得または
貸借する費用の一部を補助する事
業

補助金対象物件
街なか区域の物件で以下を満たす
１）中古で50㎡以上の民間賃貸物

件（世帯人員２人は床面積30
㎡以上）

２）特定優良賃貸住宅の認定を受
けたもので家賃補助が終了し
たもの

３）北九州市の空き家バンク要綱
に則って媒介契約した物件
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（２）空き家・空き地の活用促進

１１）立地適正化計画に基づく居住誘導区域への住み替え支援

25

■立地適正化計画とは

市町村が都市全体の観点から、

居住機能や商業・医療・福祉

施設等の都市機能の立地、公

共交通の充実等に関する包括

的なマスタープラン。

■立地適正化計画における施策抜粋

■集約型の都市づくりのイメージ図



（３）老朽空き家の除却・
所有者不明土地対策等
の推進
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ワンストップ相談窓口（約1,600件／年） 空き家の総合相談（約6,000件／年）

対応窓口 各区役所総務企画課等
（小倉南区のみコミュニティ支援課）

都市戦略局空き家活用推進課

相談者の
主な属性

空き家の近隣の人・地域の人など
空き家所有者、その家族、

将来空き家所有者になる恐れのある人

主な
相談内容

老朽空き家等の相談・通報
（塀・雑草・ゴミ・害虫含む）

・空き家をどうにかしたい
・将来空き家を持ちたくない

対応
フロー

各区役所の窓口対応・現地調査

老朽度が
一定基準
未満

老朽度が
一定基準
以上

雑草
・

ゴミ

害虫
（スズメハチ）

所有者への助言・是正指導
（市の各種事業の紹介も含む）

総
務
企
画
課
等

［
各
区
役
所
］

空
き
家
活
用
推
進
課

［
都
市
戦
略
局
］

産
業
廃
棄
物
対
策
課

［
環
境
局
］

生
活
衛
生
課

［
保
健
福
祉
局
］

予
防
課

［
消
防
局
］

緊急対応

災害時

市の各種事業の
紹介・提案

相談内容に応じた
専門家団体を紹介

空き家の総合相談

専門的な
相談

一般的な
相談

・
改
修
し
た
い

・
貸
し
た
い
・
借
り
た
い

・
売
り
た
い
・
買
い
た
い

・
解
体
し
た
い

［
空
き
家
活
用
推
進
課
］

・
解
体
工
業
協
会

・
不
動
産
鑑
定
士
協
会

・
土
地
家
屋
調
査
士
会

・
全
日
不
動
産
協
会

・
宅
建
協
会

・
司
法
書
士
協
会

［
協
定
締
結
の
専
門
家
６
団
体
］

・相続問題
・解体費算出
・売却額算出 など

・解体したい
・売りたい
・貸したい など

（３）老朽空き家の除却・所有者不明土地対策等の推進

１）相談窓口における情報提供による空き家の把握
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（３）老朽空き家の除却・所有者不明土地対策等の推進

２）インフラ事業者からの情報提供を活用した所有者の把握

官民連携による所有者探索
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（３）老朽空き家の除却・所有者不明土地対策等の推進

３）老朽空き家等除却促進事業

事業概要
老朽化した空き家等の除却費用の一部を補助し

老朽空き家等の除却を促進

補助申請対象者
・老朽空き家等の所有者、又はその相続人
・上記の同意を得たもの

補助対象要件
・昭和56年5月以前に建築された空き家等
・家屋の危険度が一定の基準を満たすもの

補助金額
・家屋の除却に要した額の１/３
・１棟あたり上限30万円
・R6予算 ： 9,000万円

実績（H26～R6.3）
・除却件数 2,372件（237件/年）
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（３）老朽空き家の除却・所有者不明土地対策等の推進

４）財産管理制度の活用／市による財産管理人選任請求
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（３）老朽空き家の除却・所有者不明土地対策等の推進

５）法令・条例に基づく特定空家等、管理不全空家等の対策フロー

判
断
基
準
に
よ
り
空
き
家
の
状
態
等
を
判
定

災害・
その他非常の場合

市の指導に従わず、勧告を受けると、
固定資産税・都市計画税の軽減措置が解除
（地方税法）

市
民
か
ら
の
相
談
や
通
報

現
地
（
立
入
）
調
査

所
有
者
等
の
調
査

適
切
な
管
理
に
関
す
る
助
言
・
指
導

勧
告

公
表
（
標
識
の
設
置
）

勧
告

公
表
（
標
識
の
設
置
）

命
令
（
公
示
）

公
表
（
標
識
の
設
置
）

行
政
代
執
行

緊
急
代
執
行

指
導

助
言
・
指
導

管
理
不
全
空
家
等

特
定
空
家
等

状態悪化

北九州市特定空家等対策審査会
（市の付属機関）

諮問・答申 諮問・答申 諮問・答申

（緊急要する場合）

緊急安全措置

北九州市空家等条例
に基づく対応

代
執
行
に
要
し
た
費
用
は
、

所
有
者
か
ら
強
制
徴
収

命令に違反すると、
50万円以下の過料
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（３）老朽空き家の除却・所有者不明土地対策等の推進

参考）法令に基づく所有者不明土地の対策フロー（案）

措置が講じられない

管理不全所有者不明土地に認定

適切な管理に関する助言・指導等

改善

反応あり

所有者等の意向に
寄り添った対応

市民からの相談や通報

現地（立入）調査

指導等の必要性を判断

担当課へ情報提供

所有者調査 ※登記事項証明書,書面送付,訪問など

適切な管理に関する助言・指導等

(一部でも)
確知できた 所有者調査

※課税情報,戸籍,住民基本台帳など

（一部でも）
確知できた 全員確知できない

所有者等の意向に
寄り添った対応

反応なし

終了

反応あり

全員確知できない

改善

改善見込なし

◆現状を踏まえた暫定版
(フロー①)

凡例

：担当課

：空き家活用推進課

必要なし 必要あり

改善

フロー①で対応

判断基準により空き地の管理不全状態を判定

管理不全状態でない

◆対策計画･条例の策定後に追加するイメージ（フロー②）

管理不全状態である

所有者調査 ※登記事項証明書,課税情報,戸籍,住民基本台帳など

(一部でも)確知できた

反応なし
※送付して

２週間を目途

全員確知できない
※所有者不明･相続放棄

改善見込なし

改善

①引き続き状態監視
②管理者権限で対応

災害発生のおそれ・環境の著しい悪化があり、
所有者不明土地法に基づいた対応を検討する必要あり

空き家活用推進課へ

管理不全状態が解消すれば終了

行政代執行 略式代執行

全員不明
相続放棄

民法の特例を活用

財産管理制度
①管理不全土地管理制度
②所有者不明土地管理制度
③不在者財産管理制度
④相続財産清算制度

緊急
危険が切迫

緊急安全措置

緊急・危険が切迫

全員確知できた

勧告

命令

措置が講じられない

(一部でも)確知できている

有識者で構成される
審査会に諮問
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（３）老朽空き家の除却・所有者不明土地対策等の推進

□特定空家等および管理不全空家等の判断基準の考え方
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（３）老朽空き家の除却・所有者不明土地対策等の推進

□特定空家等および管理不全空家等の判定表（１／２）
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（３）老朽空き家の除却・所有者不明土地対策等の推進

□特定空家等および管理不全空家等の判定表（２／２）
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担当部署 ・北九州市 建築都市局 都市再生推進部 空き家活用推進課

物
件
概
要

建築年 ・不明

構造・面積等 ・木造２階建て店舗併用住宅（延べ面積：約１３２㎡）

状態 ・屋根及び外壁の一部が崩落

土地等の所有者 ・土地・建物所有者は同一

行
政
代
執
行
に
至
る
ま
で
の
経
緯

特定空家等認定日 ・平成２９年１２月５日

所有者の確知 ・登記簿謄本・固定資産税課税情報・戸籍謄本により確知

勧告日 ・平成３０年３月７日

命令日 ・平成３０年７月４日（戒告：９月２１日）

代執行日 ・平成３０年１０月３０日

解体等工事完了日 ・平成３０年１２月７日

解体等費用 ・約２４８万円

費用回収 ・令和元年７月２２日 全額回収

苦労点・工夫点
・所有者等間の建物解体や土地売却の協議が難航したため、代執行の措置を実施した。
・費用回収については、財産を差押する旨を告知したところ、所有者等により分割して納付された。

（３）老朽空き家の除却・所有者不明土地対策等の推進

□空家法に基づく行政代執行 本市における事例

36

・平成２７年８月に、近隣住民より、建物が倒壊し通行人に危害が及ぶおそれがあると市に通報。
・所有者調査の結果、所有者等（複数名）が判明。全員に指導文書送付。
・平成２９年１２月、特定空家等に認定。
・その後、市は所有者等に対し、空家法に基づく助言・指導、勧告、命令の措置を行ってきたが、改善措置を行わずに危
険な状態を放置。
・建物全体の損傷が著しく、このまま放置すると建物が倒壊することは不可避で、隣接建物や通行人に危害が及ぶおそれ
があるなど保安上危険であるため、市は平成３０年１０月に建物の解体と敷地内残置物撤去の行政代執行を実施。



（３）老朽空き家の除却・所有者不明土地対策等の推進

37

担当課 担当する業務

都市戦略局 空き家活用推進課 所有者不明土地に関する総括、総合相談窓口
他課に属さない案件に関すること

環境局 産業廃棄物対策課 不法投棄に関すること
雑草に関すること

環境局 環境センター（新門司・日明・皇后崎） 雑草に関すること

保健福祉局 東部・西部生活衛生課 ハチに関すること

都市戦略局 開発指導課 宅地造成等工事規制区域内の宅地造成に伴う
崖に関すること

都市戦略局 都市計画課 地域福利増進事業に関すること

都市整備局 河川整備課 急傾斜地崩壊対策事業に関すること

各区 まちづくり整備課 管理施設に影響を及ぼす事案に関すること
消防局 予防課 火災予防・消防活動に関すること

６）所有者不明土地対策の庁内の組織体制及び役割（暫定体制）


